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議案第32号 

 

幕別町子育て支援センター条例の一部を改正する条例 

 

幕別町子育て支援センター条例（平成13年条例第20号）の一部を次のように改

正する。 

 

第２条に次の１項を加える。 

２ 幕別子育て支援センターに次のとおり分室を設置する。 

名称 位置 

幕別子育て支援センターまくべつ 幕別町寿町２番地５ 

（幕別中央保育所内） 

第３条に次の１項を加える。 

２ 分室で行う事業は、前項第１号及び第３号に規定する実施内容とする。 

第４条中「第３条第３号」を「前条第１項第３号及び第２項」に改める。 

第５条第１項中「第３条第３号」を「第３条第１項第３号及び第２項」に改め

る。 

 

附 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 

 

 


